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「マテリアルリサイクルによって製造される樹脂ペレット（ポリオレフィンおよびポリスチレン等）」 

製品分類別基準  （ PCR 番号：CJ-０１)  
                    2008.01.17   制定 

2011.01.16 有効期限 
 

注） この基準は､エコリーフプログラム実施用に作成されたものです｡無断で､一部又は全部を､他の目的で使用することを禁止致します｡          

 大項目 中項目 小項目 要求事項 

1 定義 

● マテリアルリサイクルされた、ポリオレフィン、ポリス

チレンからなるペレット、及びマテリアルリサイクルされ

たペット樹脂のペレット及びフレーク  

2 

製品 

範囲 

● ペレット及びフレークを対象とし、包装資材は含めな

い。樹脂ペレットの形状は問わない。 

 

● マテリアルリサイクル材料の含有率は樹脂分の７０％

以上とする（別紙１参照）。 

・ ただし、プレコンシューマー材料の同一工程内、

あるいは、同一工場内の再利用はこのマテリアル材料

の含有率の計上に含めない。（注 1） 

・ マテリアルリサイクル材料はプレコンシューマ

ー材料、ポストコンシューマー材料の別を問わない

が、回収段階で単一材料となっている場合のみを対象

とする。 

・ マテリアルリサイクル材料の含有量を製品仕様

に明記する。 

 

● フレークはペット樹脂の場合のみ対象とすることがで

きる。（注 2） 

 

● 食品用途は対象外とする。 

 

● 負荷計上は 1kg あたりを単位とする。 

 

注１ 用語の定義は下記とする。 

同一工場： 

同一企業或いは管轄下においている企業内の工場。

プレコンシューマ材料：  

製品を製造する工程（成型工程）の廃棄ルート

から発生する端材などの材料または不良品であ

り、収集（回収物流）及び分別などの再生工程

を経た材料。ただし、原料として同一の工程（工

場）内でリサイクルされるものは除く。 

ポストコンシューマ材料： 

製品（成型製品）として使用された後に、廃棄

された材料または製品。 

（エコマーク商品類型 No.118 「プラスチック製

品 Version 2.3」より引用。） 

 

注２ ペット樹脂のフレークについては品質に関するガイ

ドラインとして下記が公開されている。 

(財）日本容器包装リサイクル協会／ＰＥＴボトル再

生処理施設ガイドライン／ＰＥＴボトル再商品化製

品の品質基準値 

3 

PCR 設定の

前提 

ステージ 範囲 
● 製造、物流のステージのみとし、使用のステージは含ま

ない(別紙１参照)。 
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 大項目 中項目 小項目 要求事項 

4 

製造ステー

ジ情報 

(製品情報） 

製品材料また

は 

原料構成 

● 製品データシートに記載する材料名は、“ポリエチレ

ン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ペット樹脂（以上バ

ージン材）、および、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ

リスチレン、ペット樹脂（以上マテリアルリサイクル）、

添加材”の９項目は必須とする。 

5 

製造ステー

ジ情報 

(製造サイト

情報) 

投入・消費・排

出される物質

とエネルギ 

● ｢製品製造ステージ｣には溶融・造粒を行う工場における

全プロセスのデータを計上する。｢素材製造ステージ｣には

それ以外の、回収物流以降のプロセス（回収物流含む）を

計上する。 

 

● 回収物流の負荷は第９項に示す算出方法に従うこと。 

 

● 製造サイトについて計上する投入・消費される物質およ

びエネルギーは以下を含む。 

・ 溶融に必要な熱エネルギーの投入 

・ 混練、ペレット化に要する動力エネルギーの投

入 

・ 利用不可部分の廃棄。 

・ 洗浄排水。 

 

●同一工場内リサイクルは原則、クローズドリサイクルと

して｢直接影響｣の中で計上される。 

 

● オープンリサイクル/リユースを含む場合は次の項目に

注意して各社で妥当と判断されるシナリオを設定して計

上出来る。なお、設定根拠の妥当性は検証の対象となる。

（１）「間接影響」範囲とする工程 

（２）「間接影響」範囲内の控除・負荷 

 
●オープンリサイクル・リユースによって他製品へ影

響する環境負荷を「間接影響分」として計上。なお、

控除対象が通常一般廃棄される場合は、プラスチック

ス焼却の比率は５８%とし、産業廃棄される場合は９％

とする。残りは埋立処理されるものとする（注1）。一

般廃棄と産業廃棄の区分が不明な場合には産業廃棄を

控除対象とする。 
 

控除対象分の物流負荷：4t トラックにて一般焼却 23.6km、

一般埋立 33km、産廃焼却 84.9km、産廃埋立 114.9km 輸送

するものとする。(注 2) 
 

注 1 ｢プラスチックリサイクルの基礎知識(2006)｣社団法人プラ

スチック処理促進協会をもとに作成 

注 2 ｢プラスチック廃棄物の処理・処分に関する LCA 調査研究

報告書（2001）｣社団法人プラスチック処理促進協会 

6 
物流ステー

ジ情報 

製品の輸送条

件 
● 物流の負荷は第９項に示す算出方法に従うこと。 

7 

(LCI 入力

データ） 

使用ステー

ジ情報 

製品の使用条

件 
該当せず 
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 大項目 中項目 小項目 要求事項 

8 
廃棄・ﾘｻｲｸﾙｽﾃ

ｰｼﾞ情報 

製品の廃棄・リ

サイクル条件 

当該製品（ペレット）を用いた成型品が通常一般廃棄

されることが分かっている場合は、プラスチックス焼

却の比率は５８%とし、産業廃棄されることが分かって

いる場合は９％とする。残りは埋立処理されるものと

する（注1）。ただし、一般廃棄と産業廃棄の区分が不

明な場合には産業廃棄とする。 

 

廃棄に伴う物流負荷：4t トラックにて一般焼却 23.6km、

一般埋立 33km、産廃焼却 84.9km、産廃埋立 114.9km 輸送

するものとする。(注 2) 

 
注 1 ｢プラスチックリサイクルの基礎知識(2006)｣社団法人プラ

スチック処理促進協会をもとに作成 

注 2 ｢プラスチック廃棄物の処理・処分に関する LCA 調査研究

報告書（2001）｣社団法人プラスチック処理促進協会 

9 
インベント

リ分析 
LCI 計算式 

● 算定の方法は特定しない。 

 
● 物流はトラック輸送とし、物流負荷の算出は、別紙２

に従い燃料法、燃費法、改良トンキロ法を基準とする。 

・ 積載率が確定できない場合には積載率を 10%とする

こと。ただし推定値を求めることが可能な場合には

根拠を付して推定値を使用してもよい。 

・ 同一工場内の物流負荷は計上しなくともよい。 
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製 品 環境

情 報 デー

タ シ ート

(PEIDS) 

インパクト

評価 
カテゴリ追加 

● 追加なし。必要な場合は各社設定による。 

 

● PEIDS から｢オゾン層破壊｣、｢富栄養化｣の項目を削除す

る。 

11 データ加工 
アロケーショ

ン 
● なし。必要な場合は各社設定による。 

12 収集範囲 ● 各社個別の設定による。 

13 

内 訳 デー

タ シ ート

(製品デー

タ シ ート

関連) 
データ収集 

カットオフル

ール 

● ルールは設けない。カットオフを適用する際には、そ

の内容と根拠を明示する。 

 

● 添加物の種類を明記する。 

14 
原単位データ

ベースの選定 

●「エコリーフ」用 LCI 共通原単位リストを使用する。 

 
● もしも代替原単位あれば近似の物で代替させる。 

15 
原単位データ

ベースの追加 
なし。 

16 

内 訳 デー

タ シ ート

(PEIDS 関

連) 

データベー

ス 

特性化係数の

追加 
なし。 

17 
製 品 環境

情報 
製品仕様  

● 主成分、リサイクル率、主な用途（工業用途と記載）、

主なリサイクル原料の回収場所（市場回収、場内回収

などと記載）、および、回収品由来（工業などと記載）

を記載する。回収品由来についてはできるだけ詳細な

記載が望ましい。 
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 大項目 中項目 小項目 要求事項 

18  
データ公開

内容 
 

● 「エコリーフ環境ラベル実施ガイドライン」記載の必

須項目を公開する。 

19 

そ の 他環

境 関 連情

報 

選択記載項

目 
 ● 特定せず。 

PCR レビュー実施日：2007.07.31 代表者氏名：石谷 久  所属：慶応義塾大学 

 
 
履歴 
訂番 日付 内容 
01 2008.01.17 制定 
 2008.06.25 （軽微な修正) 第 3 項｢廃棄・ﾘｻｲｸﾙ｣、第 8 項｢控除対象｣の誤記削除、別紙 2 3(3) の計算式修正
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別紙１ 
 

廃
棄
等

成
形
工
程 

成
形
品
使
用 

①ポストコンシューマ単一材料 
②プレコンシューマ単一材料（非同一工場内リサイクル） 

③
バ
ー
ジ
ン
樹
脂
・

添
加
物 

素
材
製
造 

製
品
（
ペ
レ
ッ
ト
）

製
造 

ペレット製造 

回収物流（素材製造ス

テージに含める） 

回収物流（素材製造ステージに含める） 

④同一工場内リサイクル 

製
品
物
流 

データ収集対象 

マテリアルリサイクル材料の含有率は樹脂分の70%以上とする。 
 （ ①+② / ①+②+③ ≧ 0.70 ） 

ラベル開示範囲 

付図 ラベルの対象範囲、および、 
マテリアルリサイクル材料の含有率について 
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別紙２ トラック輸送時の燃料･電気使用量の算定方法 
 
１．燃料法 
  各輸送手段ごとの燃料使用量を収集し、燃料単位を L から kg に換算する。 

燃料使用量(kg)＝ 燃料使用量(L)× 燃料密度γ(kg／L) 
ガソリン燃料密度 γ＝0.75kg／L 
軽油燃料密度 γ＝0.83kg／L 

 
２．燃費法 

各輸送手段ごとの燃費(km／L)と輸送距離(km)を収集し、以下の手順で燃料使用量を算出する。 
燃料使用量(kg)＝輸送距離(km)／燃費(km／L)×γ(kg／L) 

 
３．改良トンキロ法 

(1) 各輸送手段ごとの最大積載量 Ｚ(kg)、積載率 Y(％)、輸送負荷Ｗ(t･km)を収集する。(積載率は

極力収集するが なくとも可。) 
(2) 最大積載量 Ｚ(kg)と積載率Ｙ(％)を用い、下表より t･km あたりの燃料使用量 Ｘ(L/t･km)を算

出する。積載率Ｙが不明な場合は、Ｙ＝10％とする。 
 

 
出典：ロジスティクス分野における CO2 排出量算定方法 共同ガイドライン Ver. 2.0 平成 18 年 4 月 経済産業

省/国土交通省 
 

(3) 各輸送手段毎の t･km あたり燃料使用量 ｂ (kg／t･km)を、燃料の密度γを用いて算出する。 
ｂ＝X × γ 

(4) 各輸送手段毎の燃料使用量Ｆ(kg)を、Ｗとｂ を用いて、算出する。 
      Ｆ(kg) ＝ b(kg/t･km) × Ｗ(t･km) 

   
以上 


